
 1  

全
印
総
連
京
都
地
方
連
合
会
規
約 

  
 
 
  
 

第
一
章 

 

総 
 
 

則 

第 

一 

条 
 

本
会
は
全
国
印
刷
出
版
産
業
労
働
組
合
総
連
合
会
京
都
地
方
連
合
会
と
い
い
、
略
称

を
「
全
印
総
連
京
都
地
連
」
と
称
す
る
。 

第 

二 

条 
 

本
連
合
会
の
事
務
所
は
京
都
市
中
京
区
壬
生
仙
念
町
三
〇
ノ
二 

 

ラ
ボ
ー
ル
京
都

（
労
働
者
総
合
会
館
）
内
に
お
く
。 

第 

三 

条 
 

本
会
に
加
盟
す
る
組
合
員
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
人
種
・
宗
教
・
思
想
・

信
条
・
性
別
・
門
地
ま
た
は
身
分
に
よ
っ
て
不
利
益
な
取
り
扱
い
を
受
け
な
い
。 

 
 
 
  
 
   

 
 
 
  
 

第
二
章 

 

目
的
と
事
業 

第 

四 

条 
 

本
会
は
加
盟
組
合
員
相
互
の
緊
密
な
連
携
の
も
と
に
、
そ
の
綱
領
・
運
動
方
針
・
決

議
及
び
主
張
等
の
貫
徹
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

第 

五 

条 
 

本
会
は
前
条
の
目
的
達
成
の
た
め
に
次
の
事
業
及
び
活
動
を
行
う
。 

① 

全
印
総
連
本
部
よ
り
の
会
務
遂
行
に
つ
い
て
の
通
知
指
令
の
周
知
徹
底
。 

② 

加
盟
組
合
・
組
合
員
間
に
お
け
る
共
同
方
針
の
決
定
と
そ
の
遂
行
。 

③ 

加
盟
組
合
・
組
合
員
の
争
議
及
び
日
常
闘
争
の
援
助
指
導
。 

④ 
 

労
働
組
合
員
と
し
て
の
学
習
・
教
育
活
動
。 

⑤ 

全
印
総
連
本
部
と
加
盟
組
合
・
組
合
員
及
び
、
加
盟
組
合
・
組
合
員
相
互
の
連
絡
、

情
報
・
資
料
等
の
交
換
。 

⑥ 

未
組
織
労
働
者
の
組
織
化
及
び
、
全
印
総
連
未
加
盟
組
合
の
加
盟
促
進
。 

⑦ 

機
関
紙
の
発
行
、
そ
の
他
印
刷
物
の
配
布
並
び
に
諸
資
料
の
作
成
。 

⑧ 

他
の
地
連
、
他
産
業
の
労
働
組
合
及
び
、
民
主
団
体
等
と
の
提
携
・
協
力
。 

⑨ 

そ
の
他
目
的
達
成
に
必
要
な
る
活
動
。 

 
 
 
 
  
 

第
三
章 

 

組 
 
 

織 

第 

六 

条 

本
会
は
全
印
総
連
本
部
に
加
盟
し
た
労
働
組
合
と
個
人
加
盟
し
た
組
合
員
（
パ
ー

ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
・
嘱
託
・
契
約
社
員
・
派
遣
社
員
・
失
業
中
の
も
の
も
含
む
）
で
、

京
都
府
及
び
周
辺
の
も
の
を
連
合
し
て
組
織
す
る
。 

① 

個
人
加
盟
し
た
組
合
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
場
、
あ
る
い
は
地
域
・
職
種
・
雇
用

形
態
等
毎
に
分
会
を
作
り
、
そ
こ
に
所
属
す
る
。 

② 

京
都
地
連
加
盟
中
の
単
組
組
合
員
の
中
で
、
単
組
推
薦
を
受
け
た
者
お
よ
び
希
望

す
る
者
は
、
個
人
加
盟
支
部
に
も
二
重
加
盟
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

③ 

個
人
加
盟
支
部
・
分
会
の
規
定
は
別
途
こ
れ
を
定
め
る
。 

 

第
四
章 

加
入
・
脱
退
及
び
除
名 

第 

七 

条 

本
会
に
加
入
し
よ
う
と
す
る
組
合
は
、
正
規
の
機
関
の
決
議
を
経
て
所
定
の
申
込
書

に
地
連
会
費
一
カ
月
分
以
上
を
添
え
、
地
連
執
行
委
員
会
に
申
し
込
む
。 

 
 
 
 

 

ま
た
、
本
会
に
個
人
加
入
し
よ
う
と
す
る
労
働
者
は
、
所
定
の
申
込
書
に
地
連
会
費

と
別
途
定
め
る
組
合
費
の
一
カ
月
分
以
上
を
添
え
、
地
連
執
行
委
員
会
に
申
し
込
む
。 

① 

加
入
の
可
否
は
地
連
執
行
委
員
会
が
決
定
す
る
。 

② 

加
入
申
請
し
た
組
合
・
労
働
者
の
権
利
・
義
務
・
資
格
は
地
連
執
行
委
員
会
で
加

入
が
認
め
ら
れ
た
日
よ
り
発
生
す
る
。 

 
 

但
し
、
緊
急
や
む
を
え
な
い
場
合
は
、
地
連
三
役
で
加
入
を
決
定
す
る
場
合
も
あ

る
。 こ

の
場
合
は
、
直
近
の
地
連
執
行
委
員
会
で
追
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第 

八 

条 

本
会
を
脱
退
し
よ
う
と
す
る
組
合
・
個
人
加
入
組
合
員
は
、
本
会
に
対
す
る
一
切
の

債
務
を
履
行
し
た
後
、
正
規
機
関
の
決
定
に
よ
る
脱
退
理
由
書
を
添
え
、
書
面
を
以
っ

て
地
連
執
行
委
員
会
に
届
け
出
る
。 

① 

地
連
執
行
委
員
会
が
脱
退
を
承
認
し
た
日
よ
り
、
本
会
と
そ
の
組
合
・
加
入
組
合

員
と
の
一
切
の
権
利
・
義
務
は
消
滅
す
る
。 

第 

九 

条 

加
入
組
合
・
個
人
加
入
組
合
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
行
い
が
あ
っ
た
場
合

は
、
除
名
ま
た
は
脱
退
勧
告
、
そ
の
他
の
懲
罰
に
付
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

① 

本
会
の
規
約
ま
た
は
目
的
に
著
し
く
違
反
し
た
場
合
。 

② 

本
会
の
名
誉
を
著
し
く
傷
け
る
行
為
。 

③ 

正
当
な
理
由
な
く
し
て
四
カ
月
以
上
会
費
を
滞
納
し
た
と
き
。 

④ 

争
議
期
間
中
、
本
部
指
令
に
違
反
し
て
統
制
を
乱
し
、
争
議
遂
行
に
著
し
き
不
利

益
を
あ
た
え
た
場
合
。 

第
一
〇
条 

前
条
の
懲
罰
に
つ
い
て
は
、
単
組
・
支
部
代
表
者
会
議
で
審
議
し
た
上
で
、
地
連
執

行
委
員
会
が
決
定
す
る
。 

 
 
 
 

 

但
し
、
除
名
は
大
会
の
決
議
を
必
要
と
す
る
。 

① 

地
連
執
行
委
員
会
の
決
定
し
た
処
理
に
異
議
あ
る
加
入
組
合
・
個
人
加
入
組
合
員

は
、
次
期
大
会
に
再
審
議
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 第

五
章 

加
入
組
合
及
び
そ
の
組
合
員
・
個
人
加
入
組
合
員
の
権
利
義
務 

第
一
一
条 

加
入
組
合
及
び
そ
の
組
合
員
・
個
人
加
入
組
合
員
は
次
の
権
利
を
持
つ
。 

① 

こ
の
規
約
に
し
た
が
い
役
員
及
び
代
議
員
を
選
挙
し
、
ま
た
は
選
出
さ
れ
て
就
任

す
る
こ
と
。 

② 
会
の
運
営
に
つ
き
機
関
を
通
し
て
報
告
を
聞
き
、
意
見
を
述
べ
、
正
規
の
手
続
き

を
経
て
本
連
合
会
の
総
て
の
活
動
に
建
議
、
批
判
・
討
議
す
る
こ
と
。 

③ 

本
会
の
書
類
の
一
切
を
閲
覧
す
る
こ
と
。 

第
一
二
条 

加
入
組
合
及
び
そ
の
組
合
員
・
個
人
加
入
組
合
員
は
次
の
義
務
を
負
う
。 

① 

本
規
約
及
び
本
会
の
機
関
の
決
定
に
従
い
活
動
す
る
こ
と
。 

② 

加
入
組
合
・
個
人
加
入
組
合
員
が
要
求
を
出
し
、
あ
る
い
は
争
議
行
為
を
行
お
う
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と
す
る
時
及
び
、
そ
の
他
重
要
な
決
議
を
な
す
時
は
、
地
連
執
行
委
員
会
に
報
告
し
、

指
導
を
受
け
る
こ
と
。 

③ 

会
費
を
納
入
す
る
こ
と
。 

④ 
本
会
の
目
的
に
沿
っ
た
活
動
で
あ
れ
ば
加
入
組
合
及
び
組
合
員
の
自
主
性
は
尊
重

さ
れ
る
。 

 

第
六
章 

機 
 

関 

 
 

 

第
一
節 
総 

 

則 

第
一
三
条 

本
会
に
次
の
機
関
を
置
く
。 

 
 
 
 

 
 

⑴ 

大
会 

⑵ 
地
連
執
行
委
員
会 

第
一
四
条 

本
会
の
会
議
は
当
該
構
成
員
が
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の
二
以
上
出
席
し
た
時
成
立
す
る
。

議
事
は
別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
決
議
権
を
持
つ
出
席
者
の
過
半
数
で
決
め
、
可
否

同
数
の
場
合
は
議
長
が
決
す
る
。 

第
一
五
条 

大
会
の
表
決
権
者
は
一
人
に
つ
き
一
票
の
表
決
権
を
有
す
る
。 

 
 
 
 

 
 

第
二
節 

大 
 

会 

第
一
六
条 

大
会
は
本
会
の
最
高
決
議
機
関
で
あ
っ
て
、
大
会
代
議
員
、
及
び
役
員
で
構
成
し
定

期
大
会
は
毎
年
一
回
（
７
月
）
に
開
催
し
、
執
行
委
員
長
が
こ
れ
を
招
集
す
る
。 

第
一
七
条 

臨
時
大
会
は
地
連
執
行
委
員
会
が
必
要
と
認
め
た
と
き
、
及
び
加
入
組
合
あ
る
い
は

加
入
組
合
員
総
数
の
三
分
の
一
以
上
の
要
請
の
あ
っ
た
と
き
、
執
行
委
員
長
が
こ
れ
を

招
集
す
る
。 

第
一
八
条 

大
会
の
議
長
及
び
副
議
長
は
そ
の
都
度
代
議
員
の
中
か
ら
選
出
す
る
。 

① 

大
会
で
は
地
連
執
行
委
員
は
議
決
権
を
持
た
な
い
。 

② 

議
事
の
運
営
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
細
則
に
従
う
。 

第
一
九
条 

次
の
事
項
は
定
期
大
会
の
都
度
上
程
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

① 

活
動
報
告 

② 

会
計
報
告 

③ 

運
動
方
針
案 

④ 

年
度
予
算
案 

⑤ 

役
員
の
改
選 

⑥ 

加
盟
組
合
の
提
出
議
案 

第
二
〇
条 

次
の
事
項
は
大
会
の
議
決
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

① 

規
約
の
決
定
な
ら
び
に
改
正 

② 

役
員
の
不
信
任
及
び
改
選 

③ 

上
部
団
体
へ
の
加
盟
ま
た
は
脱
退 

④ 

予
算
及
び
決
算 

⑤ 

運
動
方
針 

⑥ 

組
織
の
解
散
及
び
合
併 

⑦ 

ス
ト
ラ
イ
キ
権
の
確
立 

⑧ 

そ
の
他
重
大
な
る
影
響
を
与
え
る
事
項 

第
二
一
条 

前
条
第
六
項
の
決
定
は
、
構
成
表
決
権
者
の
直
接
無
記
名
投
票
に
よ
る
五
分
の
四
の

賛
成
を
必
要
と
し
、
他
の
項
は
同
じ
く
過
半
数
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
。 

第
二
二
条 

代
議
員
は
大
会
に
出
席
し
て
議
案
を
審
議
し
、
所
属
組
合
・
支
部
・
分
会
の
意
思
を

反
映
さ
せ
る
と
共
に
議
決
権
を
行
使
す
る
義
務
を
も
つ
。 

第
二
三
条 

代
議
員
は
大
会
の
都
度
、
加
入
組
合
と
個
人
加
盟
支
部
よ
り
選
出
す
る
。 

① 
 

代
議
員
の
選
出
は
、
当
該
組
織
の
代
議
員
選
出
権
限
の
あ
る
機
関
で
無
記
名
投
票

に
よ
り
選
出
す
る
。 

但
し
、
代
議
員
の
資
格
を
有
す
る
組
合
員
は
、
大
会
を
開
催
す
る
月
の
一
カ
月
前

ま
で
の
会
費
を
完
納
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

第
二
四
条 

代
議
員
の
選
出
比
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

① 

組
合
員
が
一
〇
名
未
満
の
加
入
組
合
・
個
人
加
盟
支
部
は
一
名
を
選
出
す
る
。 

② 
 

組
合
員
が
一
〇
名
以
上
の
加
入
組
合
・
個
人
加
盟
支
部
は
一
〇
名
に
一
名
の
割
合

で
選
出
し
、
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
切
り
上
げ
る
。 

第
二
五
条 

代
議
員
は
執
行
委
員
長
の
発
行
す
る
代
議
員
証
に
必
要
事
項
を
記
入
捺
印
し
、
大
会

当
日
持
参
す
る
こ
と
。
代
議
員
の
委
任
出
席
は
原
則
と
し
て
認
め
な
い
。 

 
 
 
 

 

但
し
、
大
会
開
催
日
の
前
日
ま
で
に
正
当
な
る
理
由
を
付
し
て
届
出
て
地
連
執
行
委

員
会
の
承
認
を
得
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

第
三
節 

単
組
・
支
部
代
表
者
会
議 

第
二
六
条 

単
組
・
支
部
代
表
者
会
議
は
、
大
会
か
ら
大
会
ま
で
の
間
に
、
所
属
組
合
の
意
志
を

反
映
さ
せ
る
審
議
機
関
で
あ
っ
て
単
組
・
支
部
の
代
表
者
で
構
成
す
る
。 

 
 
 
 

 

単
組
・
支
部
代
表
者
会
議
の
議
長
は
地
連
執
行
委
員
長
が
務
め
る
。 

第
二
七
条 

単
組
・
支
部
代
表
者
会
議
は
、
次
の
要
請
の
あ
っ
た
時
に
執
行
委
員
長
が
招
集
す
る
。 

① 

地
連
執
行
委
員
会
が
必
要
と
認
め
た
と
き
。 

② 

加
入
組
合
あ
る
い
は
加
入
組
合
員
総
数
の
四
分
の
一
以
上
の
要
請
の
あ
っ
た
と
き
。 

第
二
八
条 

次
の
こ
と
は
単
組
・
支
部
代
表
者
会
議
で
審
議
し
た
上
で
、
地
連
執
行
委
員
会
で
決

定
す
る
。 

① 

臨
時
会
費
の
徴
収 

② 

大
会
ま
で
の
間
に
所
属
組
合
の
意
志
を
反
映
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
執
行
委
員

会
が
認
め
る
事
項 

 

第
四
節 

地
連
執
行
委
員
会 

第
二
九
条 

地
連
執
行
委
員
会
は
、
大
会
の
決
定
事
項
及
び
本
会
の
一
般
業
務
を
執
行
す
る
と
と

も
に
、
次
の
緊
急
事
項
を
処
理
す
る
。 

① 

疑
義
を
生
じ
た
規
約
の
解
釈 

② 

運
動
方
針
に
基
づ
く
、
活
動
計
画
の
決
定 

③ 

本
会
へ
の
加
入
・
脱
退
の
承
認 
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④ 
 

追
加
予
算
及
び
期
間
予
算
の
決
定 

⑤ 

施
行
細
則
及
び
そ
の
改
正 

⑥ 

欠
員
役
員
の
補
充 

第
三
〇
条 
地
連
執
行
委
員
会
は
、
会
計
監
査
な
ら
び
に
特
別
執
行
委
員
を
除
く
役
員
で
構
成
し
、

執
行
委
員
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
、
及
び
執
行
委
員
の
三
分
の
一
以
上
の
謂
求
が
あ

っ
た
と
き
、
執
行
委
員
長
が
招
集
す
る
。 

 
 
 
 

 

但
し
、
一
カ
月
に
一
回
以
上
は
必
ず
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
一
条 

地
連
執
行
委
員
会
は
構
成
員
の
三
分
の
二
以
上
の
出
席
に
よ
っ
て
成
立
し
、
原
則
と

し
て
満
場
一
致
制
を
採
る
が
、
や
む
を
得
ざ
る
場
合
は
出
席
人
員
の
三
分
の
二
以
上
の

賛
成
に
よ
っ
て
議
決
す
る
。 

 

議
長
は
執
行
委
員
長
が
あ
た
る
。
委
任
は
認
め
な
い
。 

 

但
し
、
急
を
要
す
る
た
め
会
議
で
の
決
定
を
経
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
執
行
委
員
長

が
判
断
し
た
場
合
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
賛
否
を
と
り
、
執
行
委
員
会
構
成
員
の
三
分

の
二
以
上
の
賛
成
に
よ
っ
て
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
三
二
条 

地
連
執
行
委
員
会
は
定
期
大
会
及
び
臨
時
大
会
に
上
程
す
る
活
動
報
告
・
会
計
報

告
・
運
動
方
針
・
年
度
計
画
を
作
成
す
る
義
務
を
負
う
。 

 

第
七
章 

役 
 

員 

第
三
三
条 

本
会
に
次
の
役
員
を
置
く
。 

 
 
 
 

 

１
．
執
行
委
員
長 

 
 

 

一 

名 
 

 

２
．
副
執
行
委
員
長 

 
 

若
干
名 

３
．
書
記
長 

 
 
 
 

 

一 

名 

４
．
書
記
次
長 

 
 
 

 

一 

名 

５
．
執
行
委
員 

 
 
 

 

若
干
名 

６
．
会
計
監
査 

 
 
 

 

二 

名 

第
三
四
条 

役
員
の
任
期
は
一
カ
年
と
す
る
。 

 
 

 
 
 

① 

執
行
委
員
長
は
本
会
を
代
表
し
、
す
べ
て
の
業
務
を
統
括
す
る
。 

② 

副
執
行
委
員
長
は
執
行
委
員
長
を
補
佐
し
、
執
行
委
員
長
に
事
故
あ
る
時
は
、
そ

の
代
行
を
す
る
。 

③ 

書
記
長
は
書
記
局
を
主
宰
し
執
行
委
員
長
を
補
佐
し
て
一
般
業
務
を
処
理
す
る
。 

④ 

書
記
次
長
は
書
記
長
を
補
佐
し
、
書
記
長
に
事
故
あ
る
時
は
こ
れ
を
代
行
す
る
。 

⑤ 

会
計
監
査
は
会
計
業
務
の
監
査
を
な
し
、
五
〇
条
に
基
づ
く
業
務
を
行
う
。 

⑥ 

執
行
委
員
は
地
連
執
行
委
員
会
を
構
成
す
る
ほ
か
、
原
則
と
し
て
専
門
部
長
を
兼

務
す
る
。 

⑦ 

当
連
合
会
に
功
績
が
あ
っ
た
執
行
委
員
等
を
大
会
の
承
認
を
得
て
、
顧
問
に
選
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

⑧ 

本
会
に
特
別
執
行
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

第
三
五
条 

執
行
委
員
の
定
数
は
、
単
組
・
支
部
代
表
者
会
議
で
審
議
し
た
上
で
、
大
会
の
承
認

を
得
る
。
執
行
委
員
は
、
大
会
で
代
議
員
の
直
接
無
記
名
投
票
で
選
出
す
る
。 

第
三
六
条 

役
員
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
は
、
地
連
執
行
委
員
会
の
承
認
を
得
て
補
充
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
場
合
の
任
期
は
、
次
期
大
会
ま
で
と
す
る
。 

第
三
七
条 

役
員
及
び
書
記
に
対
し
、
別
に
定
め
る
給
与
規
則
に
基
づ
き
手
当
を
支
給
す
る
。 

第
三
八
条 

役
員
の
選
挙
規
定
は
別
に
定
め
る
。 

 

第
八
章 

書
記
局
及
び
特
別
専
門
委
員
会
及
び
支
部 

第
三
九
条 

本
会
の
事
務
処
理
の
た
め
書
記
局
を
設
け
る
。 

① 

書
記
局
は
書
記
長
・
書
記
次
長
及
び
書
記
を
以
っ
て
構
成
し
、
書
記
長
が
こ
れ
を
統

轄
す
る
。 

② 

専
門
部
長
・
専
門
委
員
会
責
任
者
は
地
連
執
行
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
選
出
す
る
。 

③ 

書
記
は
書
記
長
の
統
轄
の
下
に
事
務
を
採
り
、
書
記
の
任
免
は
地
連
執
行
委
員
会
の

承
認
を
経
て
書
記
長
が
行
う
。 

第
四
〇
条 

書
記
局
に
次
の
専
門
部
を
設
け
る
。 

 

 
 
 
 

 
 

財
政
部 

教
育
宣
伝
部 

文
化
部 

組
織
部 

調
査
部 

争
議
対
策
部 

女
性
部 

第
四
一
条 

本
会
の
目
的
・
業
務
遂
行
上
必
要
あ
る
と
き
は
、
特
別
専
門
委
員
会
を
設
け
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 
 
 
 

 

特
別
専
門
委
員
会
の
設
置
、
機
構
及
び
任
務
・
権
限
に
関
す
る
事
項
は
、
地
連
執
行

委
員
会
で
決
定
し
、
そ
の
活
動
は
地
連
執
行
委
員
会
の
統
轄
の
も
と
に
行
う
。 

 
 
 
 

① 

地
連
執
行
委
員
会
の
も
と
に
次
の
特
別
専
門
委
員
会
を
設
け
る
。 

 
 
 
 

 

１
．
組
織
拡
大
推
進
委
員
会 

 
 
 
 

 

２
．
産
業
対
策
委
員
会 

 
 
 
 

 

３
．
日
常
活
動
推
進
委
員
会 

第
四
二
条 

本
会
の
組
織
運
営
上
必
要
あ
る
と
き
は
、
支
部
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 

 

支
部
の
設
置
、
機
構
及
び
任
務
・
権
限
に
関
す
る
事
項
は
、
地
連
執
行
委
員
会
で
決

定
し
、
そ
の
活
動
は
地
連
執
行
委
員
会
の
統
轄
の
も
と
に
行
う
。 

① 

地
連
の
中
に
次
の
支
部
を
置
く
。 

 
 

１
．
個
人
加
盟
支
部 

 
第
九
章 

争 
 

議 

第
四
三
条 
本
部
の
規
約
に
準
じ
る
。 

  
 
 

第
一
〇
章 
会 

 

計 

第
四
四
条 

本
会
の
経
費
は
会
費
、
個
人
加
盟
組
合
員
の
組
合
費
、
寄
付
金
、
事
業
収
入
そ
の
他

で
賄
う
。 

① 

既
納
の
会
費
、
及
び
個
人
加
盟
組
合
員
の
組
合
費
は
返
却
し
な
い
。 
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② 

個
人
加
盟
組
合
員
の
組
合
費
は
、
別
途
の
特
別
会
計
処
理
を
行
う
。 

③ 

寄
付
金
の
受
納
に
つ
い
て
は
、
地
連
執
行
委
員
会
の
決
定
を
必
要
と
す
る
。 

第
四
五
条 

会
費
は
、
そ
の
年
の
会
費
に
、
定
期
大
会
前
の
平
均
賃
上
げ
額
の
〇
・
四
％
を
定
額

に
し
て
、
上
乗
せ
し
た
も
の
と
す
る
。 

① 
会
費
の
納
入
は
毎
月
一
〇
日
ま
で
に
組
合
員
に
応
じ
て
そ
の
月
分
を
納
め
る
。 

 

但
し
、
加
盟
組
合
に
特
別
の
事
情
あ
る
場
合
は
、
地
連
執
行
委
員
会
の
議
を
経
て
、

一
定
期
間
会
費
を
減
額
ま
た
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

② 

個
人
加
盟
組
合
員
の
組
合
費
は
、
基
本
月
収
の
一
・
五
％
と
す
る
。 

但
し
、
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
・
嘱
託
・
派
遣
社
員
等
、
非
正
規
雇
用
の
組
合
員

は
、
月
額
千
三
百
円
（
共
済
掛
金
三
百
円
含
む
）
と
す
る
。
失
業
者
、
年
金
生
活
者

は
、
月
額
千
円
（
共
済
掛
金
三
百
円
含
む
）
と
す
る
。
ま
た
、
特
別
の
事
情
あ
る
場

合
で
地
連
執
行
委
員
会
の
承
認
を
得
た
も
の
は
、
組
合
費
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

③ 

二
重
加
盟
組
合
員
の
組
合
費
は
月
額
五
百
円
と
す
る
。 

 

④ 

組
合
費
は
毎
月
一
〇
日
ま
で
に
納
め
る
。 

⑤ 

一
時
金
（
ボ
ー
ナ
ス
）
の
組
合
費
は
、
一
律
二
千
五
百
円
と
す
る
。 

 
 

但
し
、
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
・
嘱
託
・
派
遣
社
員
等
の
非
正
規
雇
用
労
働
者
、

失
業
者
、
年
金
生
活
者
、
お
よ
び
二
重
加
盟
組
合
員
は
一
時
金
組
合
費
を
徴
収
し
な

い
。
ま
た
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
で
地
連
執
行
委
員
会
の
承
認
を
得
た
も
の
は
、

組
合
費
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

⑥ 

個
人
加
盟
組
合
員
の
組
合
費
は
、
地
連
一
般
財
政
に
入
れ
、
個
人
加
盟
支
部
活
動

費
用
は
、
大
会
で
承
認
さ
れ
た
予
算
に
よ
っ
て
執
行
す
る
。 

第
四
六
条 

地
連
執
行
委
員
会
が
第
二
八
条
の
手
続
き
で
決
定
し
た
場
合
は
、
臨
時
会
費
を
徴
収

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
四
七
条 

本
会
が
、
事
業
を
行
う
時
あ
る
い
は
闘
争
資
金
の
積
立
が
必
要
と
な
っ
た
時
は
、
一

般
会
計
と
区
分
し
て
特
別
会
計
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
収
支
は
大
会
に
お
い

て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
八
条 

本
会
の
会
計
年
度
は
六
月
一
日
か
ら
翌
年
五
月
三
一
日
ま
で
と
す
る
。 

① 

本
会
は
毎
年
定
期
大
会
に
お
い
て
、
前
年
度
の
決
算
報
告
書
を
提
出
し
、
大
会
の

承
認
を
得
る
。 

② 

前
項
の
決
算
報
告
書
に
は
会
計
監
査
の
監
査
を
う
け
る
外
、
別
に
委
嘱
し
た
職
業
的

資
格
あ
る
会
計
監
査
人
の
証
明
書
を
必
要
と
す
る
。 

③ 

加
入
組
合
・
支
部
・
分
会
は
何
時
で
も
会
計
に
関
す
る
一
切
の
書
類
・
記
録
を
閲

覧
で
き
る
。 

第
四
九
条 

本
会
の
財
産
管
理
及
び
金
銭
出
納
は
、
全
て
決
定
さ
れ
た
予
算
に
し
た
が
い
、
地
連

執
行
委
員
会
の
責
任
で
行
う
。 

第
五
〇
条 

会
計
監
査
は
毎
年
二
回
定
期
的
に
監
査
を
行
う
外
、
必
要
あ
る
時
は
随
時
監
査
を
行

い
、
そ
の
結
果
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
意
見
を
地
連
執
行
委
員
会
に
報
告
ま
た
は
勧
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
一
条 

そ
の
他
会
計
に
関
す
る
事
項
は
別
に
定
め
る
規
則
に
よ
る
。 

  
 
 

第
一
一
章 

附 
 

則 

第
五
二
条 

本
会
の
業
務
遂
行
の
た
め
必
要
と
す
る
諸
規
定
、
細
則
は
地
連
執
行
委
員
会
の
議
を

経
て
実
施
す
る
。 

第
五
三
条 

本
規
約
は
、
第
二
〇
条
の
規
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
改
正
で
き
な
い
。 

第
五
四
条 

こ
の
規
約
は
二
〇
一
二
年
七
月
二
十
八
日
よ
り
実
施
す
る
。 

 

【
個
人
加
盟
支
部
・
分
会
規
定
】 

１
．
個
人
加
盟
支
部 

ａ
．
支
部
は
、
地
連
の
中
に
置
き
、
個
人
加
盟
し
た
組
合
員
で
作
る
分
会
を
統
轄
し
、
指
導
す

る
。 

ｂ
．
支
部
に
支
部
長
を
置
き
、
地
連
執
行
委
員
が
そ
の
任
に
あ
た
る
。 

ｃ
．
支
部
は
、
支
部
長
、
地
連
執
行
委
員
、
分
会
代
表
者
で
構
成
す
る
支
部
会
議
に
よ
り
運
営

す
る
。 

ｄ
．
支
部
は
、
地
連
大
会
代
議
員
選
出
の
基
準
単
位
と
し
、
支
部
会
議
の
執
行
に
よ
っ
て
代
議

員
・
地
連
委
員
を
選
出
す
る
。 

ｅ
．
支
部
活
動
費
用
は
、
大
会
で
承
認
さ
れ
た
予
算
を
支
部
で
管
理
し
、
収
支
を
地
連
執
行
委

員
会
に
報
告
す
る
。 

２
．
分
会 

ａ
．
分
会
は
、
個
人
加
盟
し
た
組
合
員
の
活
動
基
礎
単
位
と
し
て
、
職
場
・
地
域
・
職
種
・
職

能
・
雇
用
形
態
等
に
合
わ
せ
て
、
労
働
組
合
と
し
て
最
も
機
能
を
発
揮
で
き
る
形
態
で
組
織

す
る
。 

ｂ
．
分
会
は
、
地
連
個
人
加
盟
支
部
に
所
属
し
、
そ
の
指
導
・
援
助
の
も
と
に
活
動
す
る
。 

ｃ
．
組
合
員
三
名
以
上
の
分
会
は
、
分
会
長
を
選
び
、
分
会
長
は
支
部
会
議
の
構
成
員
と
な
る
。 

ｄ
．
組
合
員
が
三
名
に
満
た
な
い
分
会
は
、
支
部
会
議
と
地
連
執
行
委
員
会
が
そ
の
活
動
を
支

援
す
る
。 

ｅ
．
分
会
に
分
会
会
計
担
当
者
を
置
き
、
所
属
す
る
組
合
員
の
組
合
費
を
集
め
、
地
連
に
納
入

す
る
。 

 


